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第 1  章   計画段階環境配慮書の公告及び縦覧 

 計画段階環境配慮書の公告及び縦覧 

「愛知県環境影響評価条例（平成 10 年愛知県条例第 47 号）」第 4 条の 4 の規定に基

づき、計画段階環境配慮書（以下、「配慮書」という。）について環境の保全の見地から

の意見を求めるため、配慮書を作成した旨及びその他事項を公告し、配慮書及び要約書

を公告の日から起算して約 1 ヶ月間縦覧に供した。 

 

（1） 公告の日 

令和 7 年 1 月 22 日（水） 

 

（2） 公告の方法 

① 日刊新聞による公告 

下記の日刊紙に「公告」を掲載した。〔別紙 1 参照〕 

・令和 7 年 1 月 22 日付 朝日新聞（愛知県版） 

・令和 7 年 1 月 22 日付 読売新聞（愛知県版） 

・令和 7 年 1 月 22 日付 毎日新聞（愛知県版） 

・令和 7 年 1 月 22 日付 中日新聞（東三河版） 

 

② インターネットによるお知らせ 

令和 7 年 1 月 22 日から下記のウェブサイトに「お知らせ」を掲載した。〔別紙 2 参照〕 

・株式会社シーテック ウェブサイト 

 https://www.ctechcorp.co.jp/news/1769/  

 

（3） 縦覧場所、縦覧期間及び縦覧時間 

関係自治体庁舎 6 箇所において縦覧を実施した。また、当社ウェブサイトにておい

てインターネットの利用により公表した。〔別紙 2 参照〕 

縦覧場所、縦覧期間及び縦覧時間は、次のとおりである。 

 

縦覧場所 縦覧期間 縦覧時間 

田原市役所 

令和 7 年 1 月 22 日

（水） 

～ 

令和 7 年 2 月 21 日

（金） 

8：30 ～ 17：15 

（土曜・日曜・祝日を除く） 

田原市役所渥美支所 

田原市役所赤羽根市民センター 

豊橋市役所環境保全課 

五並生涯学習センター 9：00 ～ 21：00 

（月曜を除く） 高豊生涯学習センター 

インターネットの利用による公表 

当社ウェブサイト 

（https://www.ctechcorp.co.jp/news/1769/） 

縦覧期間中常時 
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（4） 縦覧者数 

① 関係自治体庁舎における縦覧者数 

関係自治体庁舎での縦覧者数（記名者数）は、19 名であった。 

・田原市役所          0 名 

・田原市役所渥美支所      1 名 

・田原市役所赤羽根市民センター 0 名 

・豊橋市役所環境保全課     1 名 

・五並生涯学習センター     12 名 

・高豊生涯学習センター     5 名 

 

② 配慮書及び要約書を公表したウェブサイトへのアクセス数 

当該ウェブサイトへのアクセス件数（令和 7 年 2 月 21 日までの延べ件数）は、457 件

であった。 

 

 配慮書についての意見の把握 

「愛知県環境影響評価条例」第 4 条の 5 の規定に基づき、配慮書について環境の保全

の見地からの意見を有する者の意見書の提出を受け付けた。〔別紙 3 参照〕 

 

（1） 意見書の提出期間 

令和 7 年 1 月 22 日（水）から令和 7 年 2 月 21 日（金）まで 

（郵送の受付は当日消印まで有効とした。） 

 

（2） 意見書の提出方法 

環境の保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた。 

・縦覧場所に設置した意見書箱への投函 

・株式会社シーテックへの書面の郵送 

 

（3） 意見書の提出状況 

意見書の提出は、4 通（意見の総数は 7 件）であった。 
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 別紙 1  

日刊新聞に掲載した公告の内容 
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 別紙 2  

当社ウェブサイトに掲載したお知らせ及び配慮書の内容(1) 
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当社ウェブサイトに掲載したお知らせ及び配慮書の内容(2) 

  



 

6 

 

当社ウェブサイトに掲載したお知らせ及び配慮書の内容(3) 
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 別紙 3  

意見書用紙 
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第 2  章   計画段階環境配慮書について環境の保全の見地からの意見の概要 

及び事業者の見解 

 意見の概要及び事業者の見解 

「愛知県環境影響評価条例」第 4 条の 5 の規定に基づく、配慮書について環境の保全

の見地から提出された意見は、4 件であった。意見の概要及びこれに対する事業者の見解

は、次のとおりである。 

 

配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解 

意見の概要 事業者の見解 

1-1 アセス図書のホームページヘの掲載の方式が

とても参照しづらい、扱いにくい。そもそも本

事業は NEDO からの補助金を受けて行う事業

であり、公益性が高いことからアセス図書は、

ダウンロード、印刷を可能とするとともに、永

久的に公表すべきではないか。NEDO 及び事業

者の見解を伺いたい。 

環境影響評価図書は、目的以外での利用を防止するた

め、ダウンロード、印刷は不可とさせていただきました。

また、公表期間終了後も公開を継続することは、著作権

を含めた記載内容の管理や、記載内容等に関する問い合

わせ対応等が継続することになり、現在の運用では支障

をきたすことから、縦覧期間内での対応とさせていただ

きました。 

2-1 P.4.1-3 について意見を述べます。 

まず、海底ケーブルの敷設が想定されている

のに「海域に生育する植物」についての影響を

選定していない理由が整理されていないこと

に違和感があります。p.3.1-91 等を読めばわか

る人にはわかるのでしょうが、丁寧な説明を求

めます。 

また、「地域を特徴づける生態系」について、

“公的機関の文献で標準的な手法がないとさ

れているから”・“経産省が手引きで参考項目に

設定しないとしているから”計画段階配慮事項

としませんというだけでは、説明として不足し

ていませんか？これらの文献や手引きでこう

いった整理がなされている、かつ“現段階では

こういった理由で影響が極めて小さいと考え

られるから”計画段階配慮事項としません、と

いったような説明がなされるべきではないで

しょうか？この表に記載した理由で「地域を特

徴づける生態系」を選定しないことについて、

ヒアリングを行った海生哺乳類や魚類の専門

家等へは助言を仰がなかったのでしょうか？

配慮書ではこういったことすら検討していな

いように読み取れるので、方法書以降でも同様

な理由で選定せずに終えてしまうつもリなの

ではないか、真摯に調査・予測・評価する意思

がないのではないかと思えてしまいます。 

開発規模こそ洋上風力発電としては小さいの

でしょうが、NEDO の研究開発公募事業でもあ

るのでしょうから、丁寧な検討・説明を行って

いただきたいものです。 

海底ケーブルの敷設に伴う「海域に生育する植物」へ

の影響については、海底ケーブルルートが検討段階であ

ることから、計画段階配慮事項として選定しておりませ

ん。方法書以降の手続きにおいて、必要に応じて適切に

調査、予測及び評価を実施いたします。なお、「第 4.1-2

表 計画段階配慮事項として選定する理由または選定

しない理由」では、「環境影響評価指針」（平成 11 年愛

知県告示第 445 号）の別表第 1「2 点的開発」の参考項

目のうち非選定とする項目について、選定しない理由を

記載しております。 

海域の生態系については、「第 4.1-2 表 計画段階配慮

事項として選定する理由または選定しない理由」に記載

のとおり、生物の種の多様性や種々の環境要素が複雑に

関与し、いずれもまだ研究開発ないし実証的検討の段階

にあり、科学的に妥当な予測が困難であることから、選

定しておりません。ただし、鳥類、海棲哺乳類、海棲爬

虫類、魚等の遊泳動物、底生生物、潮間帯動物・植物等、

事業実施想定区域を含む海域を利用する生物について

は、方法書以降の手続きにおいて、最新の知見や先行事

例を参考にするほか、必要に応じて専門家の指導、助言

を仰ぎながら、「陸域に生息する動物」「海域に生息する

動物」「海域に生育する植物」のなかで調査、予測及び

評価の実施を検討いたします。 
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配慮書に対する一般の意見の概要及び事業者の見解 

意見の概要 事業者の見解 

3-1 洋上風力発電は地上の太陽光発電に比し、環

境負荷が格段に少ないと思う。ますますのコス

トカットを図り事業化されることを期待して

いる。 

野鳥の会の活動で伊良湖岬の「野鳥の渡り」を

見に行ったが誇るべき自然遺産だと感じまし

た。 

沖合の離れた場所に設置されますが、巨大プ

ラントだけに野鳥の習性によっては影響がな

いとは断言できません。 

また、夜間飛行をする野鳥もいますので、夜間

照明の影響もあるかもしれません。 

事業化の段階では、数多くの洋上風力発電機

が林立することになりますので、今回の調査に

おいても、こうした観点からの予測データも加

えて頂きたいと思います。 

本事業は、浮体式洋上風力発電の技術成熟度を向上さ

せ、コスト低減、導入拡大を図るものです。国際競争力

のある価格で商用化する技術の確立に向け、進めてまい

ります。 

鳥類への影響については、方法書以降の手続きにおい

て、適切に調査、予測及び評価を実施いたします。また、

必要に応じて専門家の指導、助言を仰ぐとともに、最新

の知見を踏まえ、環境保全措置の実施を検討いたしま

す。 

なお、本事業に係る環境影響評価手続きでは、設置を

計画している風力発電機 1 基に伴う影響について調査、

予測及び評価をいたします。将来的に大規模な洋上風力

発電所として事業化される場合は、当該事業を実施する

事業者が適切に環境影響評価手続きを行うものと認識

しております。 

4-1 ①漁業者への説明 

予定海域ではシラス網漁等の漁業が行われて

いる。計画の本体は大型浮体であり、風向きの

変動に伴なう移動範囲は広大になると思われ

る。複数になると思われる対象漁業組合への細

やかな事前説明が必要 

本事業の計画・実施に際しましては、引き続き、愛知

県漁業協同組合連合会や愛知県と協議のうえ、丁寧に進

めてまいります。 

4-2 ②計画地点の選定について 

第 3 ラウンドまで千葉を除けば全てが日本海

側、かつ長崎以外は全てが東北。大消費地より

遠距離にあり、送電ロス率は大となるのでは？ 

（原発立地選定と同じ発想では？） 

洋上風力発電は、「海洋再生可能エネルギー発電設備の

整備に係る海域の利用の促進に関する法律」（平成 30 年

法律第 89 号）に基づき、国が導入促進する区域を順次

指定しているものです。 

区域の指定は、自然的条件が適当であること、漁業等

に支障を及ぼさないこと等の要件及び事業実施に関し

必要な協議を行うための協議会が設置され、意見がとり

まとめられた区域から、順次、国により整備が進められ

ていると認識しております。 

4-3 ③今後の事業者の選定について 

第 1 ラウンドにて選定された千葉は、当初の

事業計画では継続困難とし、ゼロベースで見直

すと表明している。今回は大丈夫か？ 

また、上記事業者が撤退決断をしたならば、今

後の参加除外できるか？ 

我が国は、遠浅の海域が少ないため、浮体式の洋上風

力発電の導入余地が大きいとされております。本事業

は、この浮体式の技術成熟度を向上させ、コスト低減、

導入拡大を図るものです。当社としても取り得る様々な

手を尽くし、対応してまいります。 

なお、他事業に関する回答は、差し控えさせていただ

きます。 

4-4 ※風力発電そのものは是非進めて頂だきたい

と思っていますので、混乱がみられる太陽光発

電の現状を勘案、ていねいに進めて頂だきた

い。 

本事業の計画・実施に際しましては、地元の皆さまへ

の説明会を開催すると共に、引き続き、関係行政や愛知

県漁業協同組合連合会をはじめとする関係団体と協議

のうえ、丁寧に進めてまいります。 

 

以上 

 


